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一
�
司
法
と
は
、
国

が
裁
判
所
に
よ
っ
て
既

定
の
法
律
等
の
法
令
を

特
定
の
事
実
に
適
用
し

て
、
そ
の
適
法
性
・
違

法
性
あ
る
い
は
権
利
関

係
を
審
判
す
る
作
用
の

こ
と
を
言
い
ま
す
。
こ

の
司
法
作
用
に
専
門
的

に
携
わ
る
人
達
が
法
曹

三
者
と
い
わ
れ
る
裁
判

官
、
検
察
官
、
弁
護
士

で
す
。
で
す
が
、
現
在
、

法
曹
三
者
以
外
に
、
民

間
の
一
般
の
人
々
が
さ

ま
ざ
ま
な
形
で
司
法
作

用
に
参
加
し
司
法
に
寄

与
・
貢
献
を
し
て
い
る

の
で
す
。具
体
的
に
は
、

家
庭
裁
判
所
が
行
う
家

事
調
停
事
件
に
携
わ
る

家
事
調
停
委
員
と
参
与

員
、
主
と
し
て
簡
易
裁

判
所
が
行
う
民
事
調
停

事
件
に
携
わ
る
民
事
調

停
委
員
、
簡
易
裁
判
所

が
行
う
民
事
訴
訟
事
件

に
携
わ
る
司
法
委
員
、

そ
し
て
地
方
裁
判
所
が

行
う
刑
事
事
件
の
う
ち

裁
判
員
裁
判
に
携
わ
る

裁
判
員
が
正
に
そ
う
で

す
。
こ
の
よ
う
な
種
々

の
形
で
民
間
人
た
る
一

般
市
民
が
司
法
作
用
に

参
画
し
て
国
民
の
利
益

に
寄
与
・
貢
献
し
て
い

る
現
象
を
捉
え
て
、「
国

民
の
司
法
参
加
」
と
言

っ
て
い
ま
す
。
右
の
国

民
の
司
法
参
加
の
、
そ

の
具
体
的
姿
と
特
徴
に

つ
い
て
概
観
を
見
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

二（
一
）家
事
調
停
委

員
は
、
家
庭
裁
判
所
が

行
う
家
事
調
停
事
件
に

つ
い
て
裁
判
官
と
共
に

調
停
委
員
会
を
組
織
し

て
調
停
の
場
で
当
事
者

の
話
を
聴
き
意
見
を
述

べ
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス

を
与
え
る
な
ど
し
て
適

切
、
妥
当
な
解
決
と
し

て
の
調
停
の
成
立
を
図

る
こ
と
を
職
務
と
し
ま

す
。
家
事
調
停
委
員
と

し
て
最
高
裁
判
所
よ
り

任
命
さ
れ
た
人
達
に
は

弁
護
士
等
の
専
門
家
も

い
ま
す
が
、
圧
倒
的
に

多
く
の
家
事
調
停
委
員

は
非
専
門
家
で
あ
る
民

間
人
か
ら
任
命
さ
れ
た

人
達
で
す
。
非
専
門
家

で
あ
っ
て
も
社
会
生
活

上
の
知
識
経
験
が
豊
富

で
人
格
識
見
の
高
い
人

の
中
か
ら
任
命
さ
れ
ま

す
。
家
事
調
停
委
員
に

任
命
さ
れ
た
民
間
の
人

達
の
経
歴
や
職
業
も
さ

ま
ざ
ま
で
す
。例
え
ば
、

元
教
員
、
元
会
社
員
、

元
公
務
員
、
現
役
の

方
々
と
し
て
は
、
自
営

業
、宗
教
家
、主
婦
等
々

で
す
。
家
事
調
停
委
員

は
原
則
と
し
て
男
女
の

ペ
ア
が
あ
る
一
つ
の
家

事
事
件
を
担
当
し
、
両

当
事
者
の
合
意
形
成
を

目
指
し
て
あ
っ
せ
ん
の

努
力
を
重
ね
ま
す
。
調

停
の
場
で
大
切
な
こ
と

は
、
家
事
調
停
委
員
は

主
役
で
は
な
く
当
事
者

が
主
体
的
に
紛
争
の
問

題
点
を
理
解
し
て
適
切

妥
当
な
解
決
方
法
を
見

い
出
せ
る
よ
う
援
助
、

手
助
け
を
す
る
役
割
で

あ
る
こ
と
、
従
っ
て
調

停
委
員
会
が
強
権
的
に

調
停
案
を
作
っ
て
当
事

者
に
押
し
付
け
る
調
停

で
あ
っ
て
は
い
け
な
い

こ
と
で
す
。

（
二
）参
与
員
は
、
家

庭
裁
判
所
が
離
婚
訴
訟

等
の
人
事
訴
訟
や
家
事

審
判
（
調
停
が
不
成
立

と
な
っ
た
案
件
を
審
理

す
る
事
件
と
申
立
て
が

あ
る
と
、
そ
の
ま
ま
審

理
を
す
る
事
件
と
が
あ

り
ま
す
）
を
行
う
際
、

そ
の
手
続
に
立
ち
会
っ

て
意
見
を
述
べ
る
こ
と

を
職
務
と
し
ま
す
。
参

与
員
に
就
任
す
る
人
々

で
す
が
、
民
間
人
た
る

元
家
事
調
停
委
員
や
現

役
家
事
調
停
委
員
が
多

い
で
す
。
参
与
員
は
市

民
の
目
線
で
審
判
に
お

け
る
審
理
に
貢
献
す
る

と
い
う
役
割
を
担
っ
て

い
ま
す
。

以
上
、見
た
よ
う
に
、

家
庭
裁
判
所
の
家
事
事

件
に
は
一
般
市
民
の

人
々
が
多
数
参
画
し
て

大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
す
。

（
三
）民
事
調
停
委
員

は
、
主
と
し
て
簡
易
裁

判
所
が
行
う
民
事
調
停

事
件
に
つ
い
て
裁
判
官

と
二
人
の
民
事
調
停
委

員
が
調
停
委
員
会
を
構

成
し
て
調
停
の
場
で
当

事
者
の
主
張
を
聴
き
問

題
点
の
整
理
等
を
し
適

切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し

て
適
正
、
妥
当
な
円
満

解
決
と
し
て
の
調
停
成

立
を
図
る
こ
と
を
職
務

と
し
ま
す
。
裁
判
所
は

弁
護
士
等
の
専
門
職
の

人
も
任
命
し
ま
す
が
、

や
は
り
多
く
は
民
間
人

の
一
般
市
民
の
方
が
任

命
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
担
当
す
る
調
停
事
件

は
幅
広
く
現
在
８
種
類

あ
り
ま
す
。
民
事
一
般

・
商
事
の
調
停
事
件
、

農
事
調
停
、
公
害
等
調

停
、
鉱
害
調
停
、
宅
地

建
物
調
停
、交
通
調
停
、

サ
ラ
金
等
の
多
重
債
務

に
苦
し
む
人
達
の
た
め

の
特
定
調
停
が
そ
う
で

す
。
民
事
調
停
委
員
は

中
立
公
平
な
立
場
で
両

者
の
言
い
分
を
整
理
し

て
双
方
の
歩
み
寄
り
を

説
得
す
る
と
共
に
法
的

に
も
適
正
妥
当
な
解
決

（
合
意
）
を
形
成
す
べ

く
、
あ
っ
せ
ん
を
行
う

の
で
す
。

（
四
）司
法
委
員
は
、

簡
易
裁
判
所
に
て
裁
判

官
が
訴
訟
事
件
の
審
理

を
す
る
に
際
し
、
そ
の

立
会
い
を
し
て
裁
判
所

が
行
う
和
解
の
補
助
を

し
た
り
、
事
件
に
つ
い

て
意
見
を
述
べ
た
り
証

人
等
に
発
問
し
た
り
等

の
職
務
を
担
い
ま
す
。

司
法
委
員
は
民
間
の
有

用
な
人
材
を
活
用
し
て

（
た
だ
、
実
際
上
は
、

不
動
産
鑑
定
士
、
司
法

書
士
、
公
認
会
計
士
、

建
築
士
、
弁
護
士
等
専

門
的
知
識
を
有
す
る

人
々
が
多
く
選
ば
れ
て

い
る
よ
う
で
す
）、司
法

作
用
に
司
法
委
員
の
豊

か
な
知
識
経
験
や
健
全

な
一
般
良
識
と
感
覚
を

反
映
さ
せ
る
役
割
が
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
五
）裁
判
員
は
、
地

方
裁
判
所
の
刑
事
事
件

の
う
ち
裁
判
員
裁
判
対

象
事
件
に
つ
き
他
の
五

人
の
裁
判
員
と
三
人
の

職
業
裁
判
官
と
共
に
審

理
に
臨
ん
で
有
罪
か
無

罪
か
、
有
罪
の
場
合
ど

の
よ
う
な
刑
に
す
る
か

（
量
刑
問
題
）
を
判
断

す
る
役
割
を
担
い
ま

す
。
こ
の
裁
判
員
制
度

は
国
民
が
刑
事
裁
判
と

い
う
重
要
な
司
法
作
用

に
直
接
参
加
し
て
国
民

の
健
全
な
良
識
と
多
様

な
視
点
や
感
覚
を
反
映

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
平
成
二
一
年
五
月

か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る

画
期
的
な
制
度
で
す
。

そ
れ
だ
け
に
、
ス
タ
ー

ト
し
て
か
ら
ま
だ
五
年

足
ら
ず
で
す
の
で
、
今

後
は
、
こ
の
裁
判
員
制

度
を
遂
次
改
善
し
て
い

き
、
よ
り
一
層
充
実
・

発
展
さ
せ
て
い
く
必
要

が
あ
る
で
し
ょ
う
。

大
阪
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
の
予
算
理
事
会
が
、
３
月
４
日
（
火
）
午
後
、
大
阪
市
浪
速
区

の
市
立
難
波
市
民
学
習
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
、
平
成
２６
年
度
事
業
方
針
・
事
業
計
画
案
及
び

収
支
予
算
案
の
２
議
案
等
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

理
事
会
の
冒
頭
、
中

保
昌
理
事
長
か
ら
開
会

の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、

次
に
議
長
選
出
に
移

り
、
中
理
事
長
が
議
長

に
指
名
さ
れ
、
議
事
に

入
り
ま
し
た
。「
平
成
２６

年
度
事
業
方
針
・
事
業

計
画
（
案
）
に
つ
い
て
」

は
鷺
島
勝
事
務
局
長
か

ら
説
明
が
あ
り
、「
平
成

２６
年
度
収
支
予
算（
案
）

に
つ
い
て
」
は
中
路
晃

事
務
局
次
長
か
ら
説
明

が
あ
り
、審
議
に
入
り
、

そ
れ
ぞ
れ
全
会
一
致
で

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

昨
今
の
社
会
経
済
状

況
が
大
き
く
変
化
し
つ

つ
あ
る
中
で
、
人
口
の

高
齢
化
は
出
生
率
の
低

下
と
相
ま
っ
て
ま
す
ま

す
加
速
化
し
て
お
り
、

６５
歳
以
上
の
高
齢
者
が

初
め
て
３
千
万
人
を
突

破
し
、
さ
ら
に
団
塊
世

代
の
高
齢
化
に
伴
い
、

４
人
に
１
人
が
高
齢
者

と
な
る
超
高
齢
社
会
を

迎
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の

中
で
、
高
齢
者
が
地
域

社
会
の
中
で
積
極
的
に

役
割
を
果
た
し
つ
つ
、

生
き
が
い
を
も
っ
て
生

活
で
き
る
環
境
づ
く
り

が
と
り
わ
け
重
要
で
あ

り
、
私
た
ち
老
人
ク
ラ

ブ
の
果
た
す
役
割
は
ま

す
ま
す
大
き
く
な
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
私
た
ち

は
第
二
の
現
役
世
代
と

し
て
、
よ
り
自
由
な
立

場
を
生
か
し
、
楽
し
み

な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
地
域
社
会
に
お
い
て

活
躍
し
て
い
ま
す
が
、

今
こ
そ
発
想
の
転
換
が

必
要
で
あ
り
、
新
し
い

老
人
ク
ラ
ブ
づ
く
り
を

模
索
す
べ
き
時
期
を
迎

え
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
に
は
、「
高
齢
者

の
元
気
は
地
域
の
元

気
」
の
強
い
信
念
の
も

と
に
、
私
た
ち
老
人
ク

ラ
ブ
が
活
躍
す
る
舞
台

は
毎
日
生
活
す
る
地
域

社
会
の
中
に
あ
る
と
考

え
、
地
域
づ
く
り
の
新

し
い
担
い
手
と
し
て
の

役
割
の
重
要
性
を
認
識

し
、
さ
ら
に
一
層
の
取

り
組
み
を
進
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
、
今

年
度
は
次
の
事
業
方
針

で
取
り
組
み
ま
す
。

▽
指
導
者
、
リ
ー
ダ

ー
養
成
に
つ
い
て
は
、

「
健
康
・
友
愛
・
奉
仕
」

を
テ
ー
マ
と
し
た
人
材

育
成
、
リ
ー
ダ
ー
養
成

を
推
し
進
め
る
と
と
も

に
、
昨
年
度
に
引
き
続

き
、
幅
広
い
人
材
育
成

を
め
ざ
し
た
リ
ー
ダ
ー

養
成
に
力
を
注
ぎ
ま

す
。▽

健
康
づ
く
り
活
動

に
つ
い
て
は
、
グ
ラ
ウ

ン
ド
・
ゴ
ル
フ
大
会
、

ペ
タ
ン
ク
大
会
の
開
催

を
は
じ
め
、
高
齢
者
の

健
康
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
事

業
を
未
実
施
の
区
老
連

に
お
い
て
独
自
事
業
と

し
て
継
続
実
施
す
る
ほ

か
、
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ

リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座
も

開
催
し
ま
す
。

▽
老
人
ク
ラ
ブ
が
社

会
貢
献
活
動
と
し
て
力

を
入
れ
て
取
り
組
ん
で

い
る
友
愛
活
動
・
奉
仕

活
動
に
つ
い
て
は
、
そ

の
意
義
、
役
割
を
十
分

に
踏
ま
え
て
、
大
老
連

組
織
を
あ
げ
て
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

▽
全
国
的
な
傾
向
で

あ
る
会
員
の
減
少
に
つ

い
て
は
、
全
老
連
に
お

い
て
は
平
成
２６
年
度
か

ら
平
成
３０
年
度
ま
で
の

５
年
間
、
老
人
ク
ラ
ブ

「
１
０
０
万
人
会
員
増

強
運
動
」
を
提
唱
し
、

重
点
的
に
会
員
の
加
入

促
進
に
取
り
組
む
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
大
老

連
と
し
て
も
他
の
老
連

と
も
協
力
し
て
取
り
組

み
を
進
め
る
と
と
も

に
、
組
織
の
強
化
及
び

自
主
財
源
の
確
保
に
努

め
る
ほ
か
、
地
域
の
高

齢
者
を
代
表
す
る
組
織

と
し
て
、単
位
ク
ラ
ブ
、

区
老
連
と
一
体
と
な
っ

て
相
互
理
解
を
深
め
、

各
関
係
団
体
・
関
係
機

関
と
も
緊
密
な
連
携
を

図
り
な
が
ら
、
自
主
的

で
積
極
的
な
老
人
ク
ラ

ブ
活
動
を
推
進
し
ま

す
。

開会のあいさつをする中保昌理事長

メ
イ
ン
テ
ー
マ
は

「
伸
ば
そ
う
�
健
康
寿

命
、
担
お
う
�
地
域
づ

く
り
を
」、重
点
項
目
は

次
の
１
〜
６
項
目
。

１
�
心
と
か
ら
だ
の
健

康
づ
く
り
を
す
す
め
る

（
１
）「
健
康
を
進
め
る

運
動
」
の
推
進

（
２
）ス
ポ
ー
ツ
の
振
興

（
３
）生
き
が
い
と
健
康

づ
く
り
事
業
の
推
進

２
�
高
齢
者
が
相
互
に

支
援
す
る
友
愛
活
動
を

す
す
め
る

（
１
）在
宅
福
祉
を
支
え

る
友
愛
活
動
の
推
進

（
２
）転
入
者
を
あ
た
た

か
く
迎
え
る
運
動
の
実

施（３
）災
害
時
支
援
の
取

り
組
み

３
�
「
き
れ
い
な
地
球

を
こ
ど
も
た
ち
へ
」
環

境
へ
の
取
り
組
み
を
す

す
め
る

（
１
）全
国
一
斉
社
会
奉

仕
の
日
（
９
月
２０
日
）

の
取
り
組
み

（
２
）環
境
美
化
・
リ
サ

イ
ク
ル
活
動
の
取
り
組

み４
�
生
活
と
地
域
を
豊

か
に
す
る
楽
し
い
ク
ラ

ブ
活
動
を
広
げ
る

（
１
）レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
活
動
と
サ
ー
ク
ル
活

動
の
支
援

（
２
）地
域
文
化
の
保
存

・
伝
承
活
動
と
世
代
間

交
流
・
次
世
代
育
成
支

援
活
動
の
推
進

（
３
）協
賛
事
業
の
実
施

（
４
）「
老
人
の
日
・
老

人
週
間
」
の
取
り
組
み

（
９
月
１５
日
〜
２１
日
）

５
�
は
つ
ら
つ
と
し
た

ク
ラ
ブ
づ
く
り
を
す
す

め
る

（
１
）老
人
ク
ラ
ブ
リ
ー

ダ
ー
の
育
成

（
２
）研
修
会
の
実
施

（
３
）研
修
会
へ
の
参
加

（
４
）安
全
対
策
運
動
の

組
織
的
取
り
組
み

（
５
）関
係
団
体
・
関
係

機
関
と
の
連
携
、
協
力

（
６
）老
人
ク
ラ
ブ
活
動

の
情
報
の
収
集
と
内
外

へ
の
積
極
的
な
Ｐ
Ｒ

（
７
）老
人
ク
ラ
ブ
や
高

齢
者
に
関
す
る
調
査
活

動

６
�
ク
ラ
ブ
発
展
の
基

盤
強
化
を
す
す
め
る

（
１
）「
高
齢
者
の
世
紀
」

を
担
う
会
員
の
加
入
促

進
運
動
の
推
進

（
２
）大
阪
市
老
連
の
運

営
・
組
織
強
化

（
３
）事
務
局
体
制
の
組

織
強
化

（
４
）老
人
ク
ラ
ブ
組
織

の
基
盤
整
備

今
年
の
３
月
１１
日

で
、
東
日
本
大
震
災
か

ら
３
年
が
経
ち
ま
す
。

死
者
１
万
５
８
８
４

人
、
行
方
不
明
者
２
６

３
３
人
。
平
成
２３
年
３

月
に
発
生
し
た
未
曾
有

の
大
災
害
で
あ
る
東
日

本
大
震
災
は
、
東
北
地

方
・
関
東
地
方
の
広
範

囲
に
わ
た
り
甚
大
な
被

害
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

こ
こ
に
改
め
ま
し
て
、

お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ

た
方
々
の
ご
冥
福
を
お

祈
り
し
、
被
災
さ
れ
た

皆
様
に
心
か
ら
お
見
舞

い
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

全
国
老
人
ク
ラ
ブ
連

合
会
で
は
、
こ
の
震
災

に
対
し
て
、
各
府
県
市

老
連
の
力
を
結
集
し
て

い
ち
早
く
救
援
拠
金
や

元
気
袋
づ
く
り
な
ど
の

支
援
活
動
に
取
り
組
む

と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で

に
被
災
地
訪
問
、
各
種

会
議
・
行
事
な
ど
の
被

災
地
で
の
開
催
を
は
じ

め
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
・

支
援
活
動
を
行
っ
て
き

て
お
り
ま
す
。

大
阪
市
老
人
ク
ラ
ブ

連
合
会
で
も
、
各
区
老

人
ク
ラ
ブ
連
合
会
の
皆

様
方
の
力
強
い
ご
支
援

に
よ
り
、
１
５
０
０
万

円
を
超
え
る
救
援
拠
金

と
６
０
０
個
余
り
の
元

気
袋
を
全
老
連
を
通
じ

て
被
災
地
に
お
送
り

し
、
そ
れ
に
対
し
て
被

災
地
の
各
老
連
の
皆
様

方
か
ら
は
多
く
の
お
礼

と
感
謝
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
、
近
況
報
告
な
ど
を

お
伝
え
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。

こ
の
大
震
災
に
よ
り

私
た
ち
は
、
地
域
に
お

け
る
人
と
人
の
つ
な
が

り
や
支
え
合
い
が
何
よ

り
も
大
切
で
あ
り
、
私

た
ち
老
人
ク
ラ
ブ
活
動

の
重
要
性
を
再
認
識
し

た
と
こ
ろ
で
す
。

各
区
老
連
に
お
い
て

も
交
流
・
支
援
活
動
の

取
り
組
み
の
輪
が
広
が

っ
て
お
り
、
港
区
連
に

お
い
て
は
、
東
日
本
大

震
災
の
復
興
支
援
に
少

し
で
も
お
役
に
立
て
よ

う
と
の
思
い
か
ら
、
平

成
２３
年
に
は
街
頭
募
金

活
動
で
集
め
た
義
援
金

を
被
災
地
に
送
る
と
と

も
に
、
平
成
２４
年
度
か

ら
は
区
内
公
園
に
お
い

て
、
岩
手
県
大
船
渡
市

か
ら
搬
入
し
た
サ
ン
マ

を
使
用
し
て
「
サ
ン
マ

祭
り
」を
開
催
し
、そ
の

収
益
金
を
被
災
地
に
送

る
こ
と
で
復
興
支
援
の

取
り
組
み
を
行
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。

大
老
連
と
し
て
も
、

今
後
と
も
、
大
震
災
で

の
教
訓
を
風
化
さ
せ
る

こ
と
な
く
、
で
き
る
限

り
の
交
流
・
支
援
活
動

を
行
っ
て
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
の

で
、
会
員
の
皆
様
方
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ

げ
ま
す
。

老人クラブの
応援マーク

�
一
般
会
計
�

２
億
７
２
１
４
万
円

�
特
別
会
計
�

１
１
０
６
万
７
千
円

大
老
連
で
は
、
平
成

２５
年
度
か
ら
会
員
増
強

と
老
人
ク
ラ
ブ
の
活
性

化
を
一
層
推
進
す
る
た

め
、「
ク
ラ
ブ
新
設
に
か

か
る
区
老
連
の
顕
彰
制

度
」
を
創
設
し
、
そ
の

年
度
中
に
老
人
ク
ラ
ブ

の
新
設
に
尽
力
さ
れ
、

会
員
の
増
強
に
貢
献
さ

れ
た
区
老
連
に
対
し
て

顕
彰
す
る
こ
と
に
し
て

お
り
ま
す
。

平
成
２５
年
度
（
平
成

２６
年
２
月
末
ま
で
に
大

老
連
入
会
分
ま
で
）
に

つ
い
て
は
、
東
住
吉
区

老
連
と
旭
区
老
連
の
２

区
老
連
が
対
象
に
な
り

ま
す
の
で
、
会
員
加
入

促
進
強
調
月
間
の
３
月

の
定
例
会
長
会
に
お
い

て
、
中
保
昌
理
事
長
か

ら
そ
の
努
力
を
称
え
賞

状
と
記
念
品
を
贈
呈
し

ま
し
た
。
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健
康
・
友
愛
・
奉
仕
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動
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東東日日本本大大震震災災

かからら３３年年

健健康康・・友友愛愛・・奉奉仕仕ををめめざざししてて
市内全会員に配布

現現
在在
のの「「
国国
民民
のの
司司
法法

参参
加加
」」のの
具具
体体
的的
姿姿

ク
ラ
ブ
新
設
の

全国３大運動

東
住
吉
区
老
連

旭
区
老
連

２
区
老
連
を
顕
彰

桐
畑
・
鈴
木
法
律
事
務
所
弁
護
士

桐
畑

芳
則

平

成

２６
年
度

事
業
方
針
（
概
要
）

平

成

２６
年
度

事
業
計
画
（
概
要
）

平

成

２６
年
度

収
支
予
算
（
概
要
）


